
複雑な場合が多いので，免許その他の抗告については巡輸大臣

が直接これに当 っ ている。

2 一般区j成貨物自動車運送事業

この事業は一般路線 トラ ック事業お よひ・っき・に述べる一般小

型 トラ ッ ク事業以外の事業である。すなわち最大獄載量 2t を

こえる トラック を使用し ， 路線事業の 3 !Æ件のいずれにも該当

しない事業がこの事業である。普通車によ って rt切運送契約貨

物を巡送する事業がこの事業の普通の主主てeあるが，不定期で日，!l

合貨物を運送する事業もこの事業ということ になる。しかし道

路運送法はその第 24 条の 2 第 2~買において，談合運送は特定の

幼合以外禁止しているので実質的には不可能であり，この規定

によ っ て一般路線事業との混線を避けている。特定の場合とは

同法施行規則第 17 条に規定しであるとおり 川 市場から発

送する貨物の巡送 (2) 水陸連絡貨物の述送 (3) 倉庫に発著

する貨物の巡送 付) 一般路線事業者による ことが困難な場合

で巡輸大臣(陸巡局長に職権が委任されている)の許可を受けた

ときである。この事業は事業区域を定めなければならず，運送

貨物はこの区域から発しまたは|玄岐に着する もの以外は速送し

てはならないことになっている。

3 一般小型貨物自動車運送事業

最大獄事tlll: 2 t 以下のト ラ ックだけを使用する事業で， 一般

路線トラック事業以外の事業である。この事業も Il~業区域を定

めなければならないこと，積合運送の原則的禁止規定のある こ

とは一般区域事業の場合と同様である。

4 特定貨物自動車運送事業

以上 l から 3 までの事業は誰彼の区別な く ， 一般の需要に応

じなければならない義務を負わされた事業てeあるが， 特定 トラ

フ ク事業は，特定の者のみの需要に応じ一定範閣の貨物を巡送

する事業である。特定の者とは具体的個別的の者で，雑貨商を

営む者とか， 一定地域内に住居を有する者等は特定の者には入

らない。この事業は一般トラック事業と異なり， 一般性が少な

いので法規制が緩和されている。ー」一般自動車運送事業。特

定自動車運送事業。(古屋巧知)

かもつじどうし ゃ のせきさいせいげん 貨物自動車の積載

制限 貨物自動車に積載する貨物のi宜主iは，その 自動車の構造

上椴え得る限度内でなければならない。また自動車の通路は一

般の道路である関係上，道路交通取締上からも当然制限される

べきものである。貨物自動車の駁~京市j限は道路交通取締法施行

令 (第 39 条)でつぎのように制限を付している 。

1 重量の制限 自動車の最大積載ift(国鉄自動車て寸主 自動

車の標記ト ン数 と称している)をこえて絞lIil:してはならない。

(国鉄自動車の標記トン数はほぼ 4 t または 5t である。)

2 容般の制限 自動車の長さ(後方 1m を含む) ・ 穏をこえ

または高さ地上 3.5m をこえて積載してはならない。

しかし以上の制限をこえる場合でも，貨物を分割して運送す

ることができなL 、場合は，出発地響重要署長の許可を受け税減す

ることができる。この湯合出発地響祭器長は， 長さまたは傾の

かもっし ゅう

制限をこえて1)'(載す る j~合においては， 経 IM'Iはほぼ 0.35 m' の赤

色の苗Eを， 夜間は赤色の際灯を，貨物の各炎端にそれぞれ用げ

させまたはつけさせる等必裂な描伎を命ずることができるこ と

になっている。

また火茶飯その他の危険品， 不潔な物rll~la~;の貨物にあっては

他にm笹をおよぼすことのないようにi'ln して ， こ れを僚依 し

なければならないこ と を貨物 H動車巡送功染者に義務づけてい

る( I~I 動車巡送事業等m愉悦liIl第 36 条)。しかし国鉄肉動車に

あ っては， 五l!送契約の 1 つの単位である l 口の制限におL、て安

全な連送を確保し，取扱の簡易化を図るため， 容告誌を IIJt 、ない

家音， 死体， 巡'信および危険品 ， 汚わし 、品等不潔な物品. it~7J( 

その他汚水の夜間によ って他の貨物にtH留をおよぽすおそれの

あるものさ~~は，他の貨物を混じる こと を禁じているので混紋は

認められない。(JlJí山消氏)

かもっし ゅう にゅう 貨物収入 貨物巡送およびこれに付裕

して生ずる収入の総称。国鉄て'は貨物収入を輸送設備によ って

つぎの 3 つに分類しているが，その内訳はつぎのとお りである。

l 鉄道貨物収入 貨物運送による巡t'tおよびそれに付刊。

する収入

小口扱運賃 宅扱，小口扱貨物の運賃および:!i'iJlli l'i:

lJï 扱運賃車扱貨物の運賃および地運賃

貨 物 雑収貨物保管料，貨物留置料. }'{JII留置t料，

橋はかり使用料，付 添人料， M償制表

示料， 引渡証明料， 指図手数料，再配

達料，接続料， 専用線諸料金， 荷数所

料金. m íEu憾使用料，特f重貨物運送手

続白~ ll ・ 1 3 ・ 1 8 条による費用， 詰[券手

数料，勝木料，代金引後手数料，代金

引快指図手数料ならびに貨物巡賃料金

取扱上生ずる過剰金等

2 紛由(1貨物収入 貨物船そうおよび貨車航送による巡t't

ならびにそれに付併する収入

小口扱運賃ー 鉄道に同じ

平放運賃鉄道に同じ

貨物雑収付添人料等

3 自動車貨物収入 貨物自動車による運f'tおよびそれに付

帯する収入

小口扱運賃鉄道に同じ

ヰI 扱運賃 111扱貨物の運賃， 同:lj!j運賃および貨物

自動車の営業外の使用による五l!貨

貨物協同迩 トラッ ク を使用して，鉄道で輸送すベ

紛運賃 き貨物 ・ 荷物その他を代行輸送した場

貨物雑収

合の鉄道収入からの振替額

貨物保管料，貨物留置料， 橋はかり 使

用料，付添人料，嬰償額表示料，引波

宮ïE明料， 指図手数料， 自動車集貸料，

自動車配達料，証券手数料，勝本料，

国鉄貨物純収入お よび指数 表

昭和
鉄道貨物収入 指数 E指i!効{仙格数 船舶貨物収入 指数 決指効価格数 自動車貨物収入 指数 実指効{箇路数 計 指数 IJ!効価数|帯

年度 指

千円 千円 Z千円 千円
11 253.665 100 100 6,114 100 100 214 100 100 259,993 100 100 

15 385,407 152 101 11,457 187 125 869 407 271 397,733 153 103 

20 320,661 126 30 6,478 106 22 7.902 3,701 773 335,041 129 τ1 

25 62,523,166 24,648 100 2,461,204 40,255 164 809,776 379,201 1.542 65,794,146 25,306 103 

29 109,359,888 43,11 2 137 4,227,844 69守150 222 821,320 384 ,607 1,220 114,409,052 44.005 139 

30 114,884.132 45,290 144 4,200.737 68,704 218 843.99.2 395.223 1.261 119,928.861 1 46.126 147 

一一 247 一一




